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   令和８年６月１２日 

 

                         白川町長  佐 伯 正 貴 

 

白川町条例第１６号 

 

白川町民の歯と口腔の健康づくり条例の一部を改正する条例 

 

白川町民の歯と口腔の健康づくり条例（平成２５年白川町条例第１０号）の一部を次のよう

に改正する。 

改 正 後 改 正 前 

（目的） （目的） 

第１条 この条例は、歯と口腔の健康づく

りが、町民の質の高い生活を確保すると

ともに、心身の健康の保持及び増進並び

に健康寿命（健康上の問題で日常生活が

制限されることなく生活できる期間をい

う。以下、この条において同じ。）の延

伸に重要な役割を果たしていることに鑑

み、歯科口腔保健の推進に関する法律（

平成２３年法律第９５号）に基づき、町

民の歯と口腔の健康づくりに関し、基本

理念を定め、町の責務及び町民、歯科医

療等業務従事者等の役割を明らかにする

とともに、歯と口腔の健康づくりに関す

る施策の基本的な事項を定めることによ

り、生涯を通じた歯と口腔の健康づくり

に関する施策を総合的かつ計画的に推進

し、もって町民の健康の保持及び増進並

びに健康寿命の延伸に寄与することを目

的とする。 

第１条 この条例は          

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                、町

民の歯と口腔の健康づくりに関し、基本

理念を定め、町           

       等の役割を明らかにする

とともに、歯と口腔の健康づくりに関す

る施策の基本的な事項を定めることによ

り、生涯を通じた歯と口腔の健康づくり

に関する施策を総合的かつ計画的に推進

し、もって町民の健康の保持及び増進 

         に寄与することを目

的とする。 

（定義） （定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲

げる用語の意義は、それぞれ当該各号に

定めるところによる。 

第２条 この条例において、次の各号に掲

げる用語の意義は、それぞれ当該各号に

定めるところによる。 

(1) 歯と口腔の健康づくり 歯及び歯周

組織の健康を含めた口腔の健康を保持

(1) 歯と口腔の健康づくり 歯及び歯周

組織の健康を含めた口腔の健康を保持



改 正 後 改 正 前 

及び増進し、並びに健全な口腔機能を

獲得し、及び維持向上させることをい

う。 

及び増進し、並びにその機能を維持す

る            ことをい

う。 

(2)・(3) （略） (2)・(3) （略） 

(4) 口腔ケア 口腔内を清潔に保つこと

を目的とした清掃中心のケア並びに口

から食べることを目的とした訓練及び

指導を中心としたケアをいう。 

 

(5) ８０２０運動 ８０歳になっても自

分の歯を２０本以上     保つこ

とを目的とした取組をいう。 

(4) ８０２０運動 ８０歳で     

    ２０本以上自分の歯を保つこ

とを目的とした取組をいう。 

（基本理念） （基本理念） 

第３条 歯と口腔の健康づくりは、日常生

活において歯科疾患を予防するととも

に、歯科疾患を早期に発見し、治療する

ことが重要であるとの認識の下に、生涯

にわたる歯と口腔の健康づくりに関する

町民の自主的な努力を促進するととも

に、全て の町民が必要な口腔保健医療

サービスを受けることができる環境整備

を推進することを基本理念とする   

     。 

第３条 歯と口腔の健康づくりは、日常生

活において歯科疾患を予防するととも

に、歯科疾患を早期に発見し、治療する

ことが重要であるとの認識の下に、生涯

にわたる歯と口腔の健康づくりに関する

町民の自主的な努力を促進するととも

に、すべての町民が必要な口腔保健サー

ビス  を受けることができる環境が整

備される ことを基本として行わなけれ

ばならない。 

（町の責務） （町の役割） 

第４条 町は、前条に定める基本理念（以

下「基本理念」という。）にのっとり、

歯と口腔の健康づくりに関する総合的な

施策を策定し、実施するものとする 

 。 

第４条 町は、前条に定める基本理念（以

下「基本理念」という。）にのっとり、

歯と口腔の健康づくりに関する総合的な

施策を策定し、実施しなければならな

い。 

２ 町は、町民、歯科医療等業務従事者、

教育及び福祉関係者、事業者等が歯と口

腔の健康づくりに関する取組が効果的に

推進されるよう、必要な対策を講ずるも

のとする。 

 

（町民の役割） （町民の役割） 

第５条 町民は、基本理念にのっとり、自

ら歯と口腔の健康づくりに関する知識及

び理解を深め、日常生活における適切な

第５条 町民は、基本理念にのっとり、自

ら歯と口腔の健康づくりに関する知識及

び理解を深め、歯科疾患を予防するとと



改 正 後 改 正 前 

口腔ケア等の実施及び定期的に歯科健診

又は歯科医療並びに歯科保健指導を受け

ることにより、歯と口腔の健康づくりに

取り組むよう努めるものとする    。 

もに                定期的に歯科健診

又は歯科医療                  を受け

ることにより、歯と口腔の健康づくりに

取り組むよう努めなければならない。 

２ 保護者（子どもを現に監護する者を含

む）は、基本理念にのっとり、子どもの

歯及び口腔の健康状態に注意し、当該子

どもの歯科疾患の予防、早期発見及び早

期治療の促進に努めるものとする。 

 

（歯科医療等業務従事者の役割） （歯科医療等業務従事者の役割） 

第６条 歯科医療等業務従事者は、基本理

念にのっとり、町民の歯と口腔の健康づ

くりのために適切にその業務を行うとと

もに、町が実施する歯と口腔の健康づく

りに関する施策に協力するよう努めると

ともに、歯と口腔の健康づくりに関する

活動を行う他の者と連携及び協力を図る

よう努めるものとする。 

第６条 歯科医療等業務従事者は、基本理

念にのっとり、町民の歯と口腔の健康づ

くりのため 適切にその業務を行うとと

もに、町が実施する歯と口腔の健康づく

りに関する施策に協力するよう努めなけ

ればならない            

                  

          。 

 （事業者の役割） 

第７条 町内に事業者を有する事業者は、

その事業所において雇用する従業員に対

する歯科に係る健診及び保健指導（以下

「歯科健診等」という。）の機会の確保

その他歯と口腔の健康づくりに関する取

組を推進するよう努めるものとする。 

（教育及び福祉関係者の役割） （教育及び福祉関係者の役割） 

第７条 教育及び福祉関係者は、基本理念

にのっとり、それぞれの業務において、

町民の歯と口腔の健康づくりを推進する

とともに、その推進に当たっては、他の

者が行う歯と口腔の健康づくりに関する

取組に連携及び協力を図るよう努めるも

のとする  。 

第８条 教育及び福祉関係者は、基本理念

にのっとり、それぞれの業務において、

町民の歯と口腔の健康づくりを推進する

とともに、その推進に当たっては、他の

者が行う歯と口腔の健康づくりに関する

取組に連携及び協力を図るよう努めなけ

ればならない。 

（事業者の役割） 

第８条 町内に事業所を有する事業者は、

その事業所において雇用する従業員に対

する歯科に係る健診及び保健指導（以下
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「歯科健診等」という。）の機会の確保

その他歯と口腔の健康づくりに関する取

組を推進するよう努めるものとする。 

（基本的施策の実施） （基本的施策の実施） 

第９条 町は、町民の歯と口腔の健康づく

りを推進するため、次に掲げる基本的施

策を実施するものとする。 

第９条 町は、町民の歯と口腔の健康づく

りを推進するため、次に掲げる基本的施

策を実施するものとする。 

(1) 歯と口腔の健康づくりに関する情報

収集及び提供並びに正しい知識の普及

啓発を推進すること。 

(1) 幼児期及び学齢期における歯科健診

及びむし歯と歯周疾患の予防対策等 

  を推進すること。 

(2) 母体の健康の保持及び胎児の健全な

発育を図るため、妊娠期において歯科

疾患の予防対策等を推進すること。 

(2) 妊娠期における歯科健診及び歯周疾

患                

  の予防対策等を推進すること。 

(3) むし歯及び歯肉炎になりやすく、口

腔機能を獲得する乳幼児期及び学齢期

において、歯科医療等業務従事者及び

教育関係者との連携を図りつつ、科学

的根拠に基づくむし歯予防及び歯肉炎

の予防対策並びに健全な口腔機能を獲

得するための対策及び教育を推進する

こと。 

 

(4) 歯周病の罹患率が高まる成人期にお

いて、歯科医療等業務従事者との連携

を図りつつ、歯周病の予防対策等を推

進すること。 

(3) 成人期における歯科健診及び歯周疾

患                

         の予防対策等を推

進すること。 

(5) 歯の喪失及び口腔機能が低下しやす

い高齢期において、オーラルフレイル

（口腔機能が弱まっていく状態をい

う。以下この号において同じ。）の進

行が、心身の機能の低下につながるこ

とから、オーラルフレイルを早期に把

握し、回復させ、及び予防する取組を

推進すること。 

(4) 老人期における口腔機能向上等  

                 

                 

                 

                 

                 

                を

推進すること。 

(6) 障がい者又は介護を必要とする高齢

者その他の者であって、定期的に歯科

健診等又は歯科医療を受けることが困

難な者に対して、歯科医療等業務従事

(5) 定期的に歯科健診        

                 

   又は歯科医療を受けることが困

難な者に対し           
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者及び福祉関係者との連携を図りつ

つ、訪問による歯科医療、口腔ケア等

を推進すること。 

                 

 、訪問による歯科医療     等

を推進すること。 

(7) 歯と口腔の健康づくりと食育、喫煙

及び生活習慣病との関連性に関する情

報の提供その他の必要な施策を推進す

ること。 

 

(8) 災害発生時における歯科医療又は歯

科保健の提供体制の確保及び災害に備

えた当該体制の整備を推進すること。 

 

(9) （略） (6) （略） 

(10) 生涯にわたる歯と口腔の健康づくり

について、町民が関心と理解を深め、

かつ、歯と口腔の健康づくりに関する

自主的な努力を促進するため、８０２

０運動を推進すること。 

(7) ８０２０運動を啓発し、目的達成者

の表彰を聖人式において実施し   

                 

             、８０２

０運動を推進すること。 

(11) （略） (8) （略） 

２ （略） ２ （略） 

 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

 


